高福第４６８号　
令和８年(2026年)５月８日　

介護保険施設・事業所等　代表者　様　

北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課長　

　　　令和８年度（2026年度）認知症介護研修事業の実施について
　このことについて、下記のとおり実施しますのでお知らせします。
受講を希望される場合は、実施要綱等を御確認の上、事業所所在市町村の担当課あてにお申し込みください。
記
１　実施する研修の名称（開催回数）
（１）認知症対応型サービス事業開設者研修（年３回）
（２）認知症対応型サービス事業管理者研修（年４回）
（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（年４回）
２　送付書類
（１）実施要綱兼募集要項
（２）受講依頼書兼申込書
（３）認知症介護研修日程表
（４）認知症介護研修の概要
（５）オンライン受講にあたっての注意事項
３　市町村への申込期限
	研修名
	第１回
	第２回
	第３回
	第４回

	(1) 開設者研修
	Ｒ８.６.２(火)
	Ｒ８.９.18(金)
	Ｒ８.12.22(火)
	－

	(2) 管理者研修
	Ｒ８.５.21(木)
	Ｒ８.７.27(月)
	Ｒ８.11.12(火)
	Ｒ９.１.８(金)

	(3) 計画作成担当者研修
	Ｒ８.５.15(金)
	Ｒ８.７.２(木)
	Ｒ８.９.３(木)
	Ｒ９.１.５(火)


４　申込に必要な書類
（１）受講依頼書兼申込書
（２）添付書類
　　ア　開設者研修 ～ なし
　　イ　管理者研修 ～ 認知症介護実践者研修等の修了証書（写）
　　ウ　計画作成担当者研修 ～ 認知症介護実践者研修等の修了証書（写）、介護支援専門員証（写）
· 「市町村推薦書」は、新規開設を予定する事業所からの受講希望の場合に必要となる書類です。申込先となる市町村が作成しますので、事業所での作成・提出は不要です。
５　その他
・上記２の書類は北海道のホームページにも掲載されています。
　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ninchisyo/doukensyu.html
・令和８年度の開設者研修及び管理者研修は、試行的にオンライン受講を可能としております。（計画作成担当者研修は集合開催のみとなります。）
　・上記３の申込期限に間に合わなかった受講希望者については、次回以降の研修又は他の実施主体が行う研修に申込みいただくこととなります。
　・受講決定の通知は、受託事業者（社会福祉法人幸清会）から受講者あてに直接通知します。
　（高齢者保健福祉課地域支援係）
